
○ 警視庁旗等の制式に関する規程
昭和32年9月9日

訓令甲第42号

      

〔沿革〕 昭和 44年 7月 訓令甲第19号、10月同第27号改正

  

 警視庁旗、ちようちん及び警察照明燈を別表のように定める。

  

 付 則 

 （施行期日）

1  この規程は、昭和32年9月9日から施行する。

 （廃止規定）

2  警視庁旗、提燈（昭和26年12月24日訓令甲第48号）は、廃止する。

  

別表 （注）図中の数字は寸法を示し、単位はセンチメートルとする。

区分 

種別 

旗 高張ちようちん

総監

地 白 
横線赤12センチメートル2条 
赤5センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

横線赤7センチメートル2条 
赤2センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

副総監

地 白 
横線赤12センチメートル2条 
赤2.5センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

横線赤7センチメートル2条 
赤1センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

部長

地 白 
横線赤8センチメートル2条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

横線赤7センチメートル2条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

方面本
部長

地 白 
横線赤8センチメートル1条 
赤2センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

横線赤7センチメートル1条 
赤2センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

大隊

地 青 
横線赤8センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

横線赤7センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける

地 青 



 

中隊
日章 白 
位置中央より左寄り日及び光線を黒の縁をつける

 

警
察
学
校

警
察
学
校

地 だいだい 
日章 白 
位置中央日及び光線を黒の
縁をつける 
左端に警視庁警察学校と縦に
黒書する 

［図内文字］ 
 警視庁警察学校

横線赤7センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける 
日章の下部に警視庁警察学校
と縦に黒書する 

［図内文字］ 
 警視庁警察学校

中
隊

地 だいだい 
日章 白 
位置中央より左寄り日及び光
線を黒の縁をつける  

機
動
隊・
特
科
車
両
隊

機
動
隊
特
科
車
両
隊

地 えんじ 
日章 白 
位置中央日及び光線を黒の
縁をつける 
左端に隊名を縦に黒書する 

［図内文字］ 
 警視庁第○機動隊

横線赤7センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける 
日章の下部に隊名を縦に黒書
する 

［図内文字］ 
 警視庁第○機動隊

中
隊

地 えんじ 
日章 白 
位置中央より左寄り 
日及び光線を黒の縁をつける
左端に隊名を縦に、又日章の
中央に中隊頭字をアラビヤ数
字で黒書する 

［図内文字］ 
 警視庁第○機動隊

 

警察署

地 青 
日章 白 
位置中央日及び光線を黒の
縁をつける 
左端に署名を縦に黒書する 

［図内文字］ 
 警視庁○○警察署

横線黒6センチメートル1条 
赤3センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつける 
日章の下部に署名を縦に黒書
する 

［図内文字］ 
 警視庁○○警察署

水上警
察

地 白 
線 最上位の横線は黒とし
その他の線は赤とする 
日章 
日は白光線は赤とし黒の縁
をつける 

水上警察旗規格表 

 a b c d e f g

大 112.0 80.0 22.4 3.2 8.0 19.2 20.8

中 84.0 60.0 16.8 2.4 6.0 14.4 15.6

 



小 56.0 40.0 11.2 1.6 4.0 9.6 10.4

現場最
高指揮
官標識

地 赤

 

  

 

弓張ちようちん

監督員

横線黒3センチメートル1条
赤1.5センチメートル2条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつ
ける 
日章の下部に本部、方面

本部は本部名又は方面本部名を、又警察学
校、機動隊、警察署は学校名、隊名又は署名
を縦に黒書する 
［図内文字］ 
 警視庁○○警察署

巡査

横線黒3センチメートル1条 
赤1.5センチメートル1条 
日章 白 
位置横線中央 
日及び光線を黒の縁をつ
ける 
日章の下部に本部、方面

本部は本部名又は方面本部名を、又警察学
校、機動隊、警察署は学校名、隊名又は署名
を縦に黒書する 
［図内文字］ 
 警視庁○○警察署

  

 

警視庁警察照明燈

 
［図内文字］ 
 スイッチ 握り部 キャップ 握り部舌片 燈
体 照明板 電源ケース

地質 構造 寸法

 地質は、特殊部分を除き黄銅板にメツキを施したものを用い燈
体、電源ケース、握り部、スイツチ、電球及び反射板を備え、高さ
30.5センチメートル総重量650グラム以下とする。 
 燈体は、橙黄色の硬質樹脂を用い高さ21センチメートル中央部は
径13.5センチメートルでふくらみをもたせた円筒とし、表面に径7セン
チメートルの赤色日章を表示する。 
 電球は2.5ボルト球1個を使用する。


